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藤沢市長 鈴木 恒夫  様  

 

                                   藤沢市個人情報保護制度 

                                   運営審議会会長  畠山 鬨之 

 

 

   歴史資料の調査，研究，収集及び管理事務に係るコンピュ 

ータ処理について（答申） 

 

２０１５年（平成２７年）６月２６日付けで諮問（第７５１号）された

歴史資料の調査，研究，収集及び管理事務に係るコンピュータ処理につい

て次のとおり答申します。  
 

 

１  審議会の結論 

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。 

以下「条例」という。) 第１８条の規定によるコンピュータ処理を行う

ことは適当であると認められる。 

 

２ 実施機関の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると，本事務の実施に当たりコンピュータ処

理を行う必要性は次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

現在，文書館所蔵資料約２０万点については，利用者が文書館市民  
資料室に来室し，資料目録から選択して閲覧を行う方法で資料の公開  
を行っている。 

さらに原本の複製品である画像データ提供希望者については，申請  
書を提出していただき，利用目的と当該資料の利用条件を確認し，画  
像データ提供が可能かどうかの審査を行い，相手方に連絡し，希望者  
はＣＤ -Ｒを持参して文書館へ来館し，画像データの提供を受けている。 
その間，申請から画像データの提供を受けるまで約４日から５日間を  
要している。ＣＤ -Ｒの受け渡しについては郵送でも行っているが，更  
に提供までの日数はかかる。 

現在，文書館では，電子文書館という独自のホームページを作成し， 
所蔵資料を順次市民に公開している。このことにより，来館せずにホ  
ームページ上で文書館所蔵資料の一部を検索，閲覧することができる  
ようになった。 



ただし，画像データ提供手続は，従来どおり来館または郵送で行っ  
ていることから，検索，閲覧から画像データ提供までの手続をホーム  
ページ上で完結して欲しいという要望が，利用者から多く寄せられて  
いる。  
こうした利用者のニーズに対応し，利便性を向上させるために，簡  

便な方法で画像データを提供できる新しいシステムを，電子文書館に  
構築する。これは，ホームページ上で著作権的に問題のない画像のみ  
を対象とし，文書館の定める利用条件に同意すると，利用届の提出の  
みで画像データの提供を受けることができるというものである。  
利用届には，氏名，住所，電話番号，電子メールアドレス，ファク  

シミリ番号を記載してもらうこととする。これは，利用条件に反する  
利用を確認した場合，注意喚起をするためである。  
このように，電子的に個人情報を収集し，コンピュータ処理をする  

ことについて，藤沢市個人情報保護制度運営審議会に意見を求めるも  
のである。  

 (2) コンピュータ処理について 

ア コンピュータ処理をする内容  
利用者が電子文書館を閲覧して利用を希望する資料を選択し，利  

用規約・プライバシーポリシーの確認後，利用条件に同意すると利  
用届フォームが表示され，これに氏名，住所，Ｅ -mail，電話番号， 
ファクシミリ番号を入力し，文書館に送信すると，画像のダウンロ 

ードが開始される。 

 また，利用者が入力した利用届フォームは，電子文書館ホームペ 

ージサーバ（以下「ホームページサーバ」と略）が受信し，ホーム 

ページサーバＯＳに標準装備されている sendmail機能により，藤  
沢市メールサーバを経由して，文書館の担当職員のアドレスに自動  
的に送信される。 

イ コンピュータ処理の必要性  
現在画像データ提供希望者が画像を検索し，閲覧してから，画像  

データの提供を受けるまでは，約４日から５日間を要している。  
新しいシステムでは，ホームページ上に公開している著作権的に  

問題のない画像データの提供について，画像の利用届をホームペー  
ジ上から電子的に送付することで，画像データ提供が速やかに行え  
るようになり，利用者の時間的負担を軽減することができる。  
そのためにも，コンピュータ処理を必要とする。  

  ウ コンピュータ処理をする個人情報  
    画像利用を希望する本人が利用届フォームに入力する事項  

氏名・住所・Ｅ-mail・電話番号・ファクシミリ番号  
エ コンピュータ処理の安全対策について  

利用届フォームの記載事項は，藤沢市役所のメールサーバを経由  
して，電子メールとして限られた担当職員のメールアドレスに送信  



され，担当職員のＰＣが受信する。  
受信した電子メールは紙に印刷し，利用届として紙の状態で保存  

する。電子メールは，文書館のＰＣから削除するため，個人情報が  
電子データとして保存されることはない。  
紙に印刷した利用届は，施錠できるキャビネットに保管する。  

  以上に加え，個人情報を取り扱う場合については「藤沢市個人情  
報の保護に関する条例」，「藤沢市情報セキュリティポリシー＜基本  
方針＞」，「藤沢市コンピュータシステム管理運営規程」，「データの  
保護及び秘密の保持等に関する仕様書」を遵守し，個人情報の保護  
及び安全の確保に努める。  

(3) 実施期間  
２０１５年（平成２７年）７月９日以降  

(4) 提出書類  

ア 別紙１ 「システム概要図」  
イ 別紙２ 「利用届フォーム」（案）  
ウ 別紙３ 「藤沢市文書館条例」  
エ 別紙４ 「藤沢市文書館運営規則」  
オ 別紙５ 「個人情報取扱事務届出書」（案）  

 

３ 審議会の判断理由 

  当審議会は，コンピュータ処理を行うことについて，次に述べる理由 

により，審議会の結論のとおりの判断をするものである。 

(1) コンピュータ処理を行う必要性について 

   実施機関では，コンピュータ処理を行う必要性について，次 

のように述べている。 

現在画像データ提供希望者が画像を検索し，閲覧してから，画像デ  
ータの提供を受けるまでは，約４日から５日間を要している。  
新しいシステムでは，ホームページ上に公開している著作権的に問  

題のない画像データの提供について，画像の利用届をホームページ上  
から電子的に送付することで，画像データ提供が速やかに行えるよう  
になり，利用者の時間的負担を軽減することができる。  
そのためにも，コンピュータ処理を必要とする。  
以上のことから判断すると，コンピュータ処理を行う必要性は認め  

られる。  
(2) 安全対策について  

   実施機関では，安全対策として，次のような措置を講じるとしてい 

る。 

利用届フォームの記載事項は，藤沢市役所のメールサーバを経由し  
て，電子メールとして限られた担当職員のメールアドレスに送信され， 
担当職員のＰＣが受信する。  
受信した電子メールは紙に印刷し，利用届として紙の状態で保存す  



る。電子メールは，文書館のＰＣから削除するため，個人情報が電子  
データとして保存されることはない。  
紙に印刷した利用届は，施錠できるキャビネットに保管する。  
以上に加え，個人情報を取り扱う場合については「藤沢市個人情報  

の保護に関する条例」，「藤沢市情報セキュリティポリシー＜基本方針  
＞」，「藤沢市コンピュータシステム管理運営規程」，「データの保護及  
び秘密の保持等に関する仕様書」を遵守し，個人情報の保護及び安全  
の確保に努める。  
以上のことから判断すると，安全対策上の措置が施されていると認 

められる。 

以上に述べたところにより，コンピュータ処理を行うことは適当であ 

ると認められる。 

 

                           以 上  


